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○初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の運用について

（昭和４９年３月１９日岡人委第４９０号通知）

（沿革）

昭和４９年 ６月２８日第１２４号 昭和５０年 ７月２２日第１２４号

昭和５０年１２月２５日第２４２号 昭和５１年 ９月２８日第１６１号

昭和５２年 ４月 １日第 １号 昭和５２年 ４月２０日第 ２５号

昭和５３年 ４月 １日第 ９号 昭和５３年 ６月１２日第 ８４号

昭和５３年１２月２６日第２１４号 昭和５４年 ２月 １日第２４８号

昭和５４年 ５月２５日第 ５３号 昭和５４年１２月２６日第１８７号

昭和５５年 ２月 ４日第２１６号 昭和５５年 ５月２３日第 ４２号

昭和５６年 ３月２５日第２５７号 昭和５６年 ５月１８日第 ５２号

昭和５７年 ３月１６日第２８８号 昭和５８年 ４月 １日第 １号

昭和５９年 ３月３１日第２８４号 昭和５９年１１月 ２日第２２９号

昭和６０年 ４月１３日第 ２６号 昭和６０年１２月２４日第２５５号

昭和６１年 ３月１８日第３２９号 昭和６１年１２月２３日第２３２号

昭和６２年 ４月 １日第 １号 昭和６３年 ４月 １日第 ５号

平成 元年 ４月 １日第 ３号 平成 元年 ５月１２日第 ７０号

平成 元年１２月２２日第２３２号 平成 ２年 ３月３１日第３０５号

平成 ２年１２月２６日第２１９号 平成 ３年 ３月 ８日第２７５号

平成 ４年 ３月２３日第３４６号 平成 ４年 ５月１９日第 ８９号

平成 ４年 ７月１３日第１０５号 平成 ５年 ４月 １日第 ２号

平成 ５年 ４月２２日第 ４１号 平成 ５年１２月２４日第２２３号

平成 ６年 ４月 １日第 ６号 平成 ６年１２月２７日第２８４号

平成 ７年 ３月２２日第３７４号 平成 ８年 ６月２８日第 ６８号

平成 ８年１２月２５日第２１０号 平成 ９年 ２月１２日第２４３号

平成１０年 ４月２４日第 ２４号 平成１１年 ４月 １日第 ３号

平成１１年 ４月２１日第 １６号 平成１１年 ７月 ９日第 ８８号

平成１１年１２月２１日第１８１号 平成１２年 ３月２４日第２９５号

平成１２年 ４月２５日第 ４４号 平成１３年 １月１７日第２４８号

平成１３年 ３月３０日第３２１号 平成１３年 ５月１１日第 ４０号

平成１３年 ８月１５日第１２３号 平成１３年１２月２１日第２１４号

平成１４年 ３月１９日第２８２号 平成１６年 ４月 １日第２３６号

平成１６年１２月２１日第１４４号 平成１７年 ７月 １日第 ５６号

平成１７年１２月２１日第１５０号 平成１８年 ３月２７日第１９８号

平成１８年 ５月２２日第 ３５号 平成１８年 ９月２９日第１１４号

平成１９年 ３月３０日第２１０号 平成１９年 ５月 ８日第 ２５号

平成１９年１２月２５日第１６２号 平成２０年 ２月 １日第１８８号

平成２０年 ２月１９日第２０１号 平成２０年 ３月１１日第２１４号
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平成２０年 ９月２６日第１００号 平成２０年１２月２２日第１５５号

平成２１年 ３月３１日第１９７号 平成２２年 ３月１７日第１８３号

平成２２年 ３月３０日第１８９号 平成２４年 ３月３０日第２３４号

平成２５年 ３月１９日第２８３号 平成２５年１０月 １日第１３８号

平成２６年 ３月 ３日第２５０号 平成２６年１２月２２日第２４６号

平成２７年 ３月２０日第３１０号 平成２７年 ４月１４日第 ６号

平成２８年 １月１２日第２６０号 平成２８年 ３月２２日第２８９号

平成２８年 ４月 ６日第 １１号 平成２８年 ４月２６日第 ３１号

平成２８年 ７月１２日第１１４号 平成２９年 ３月２１日第２６６号

平成３０年 ３月 ６日第３００号 平成３０年 ７月１２日第１２０号

平成３０年１２月１７日第３１５号 平成３０年１２月２５日第３１６号

平成３１年 １月２９日第３５０号 令和 ２年 １月３０日第３８３号

令和 ２年 ２月２８日第４１６号 令和 ２年 ３月 ３日第４２１号

令和 ２年 ３月 ３日第４２４号 令和 ２年 ５月１１日第 ４２号

令和 ３年 ６月１６日第 ８２号 令和 ３年 ７月２８日第１１９号

令和 ４年 ３月３１日第３６９号 令和 ４年 ４月２１日第 ２７号

令和 ６年 １月 ９日第２７４号 令和 ６年１２月１３日第２６１号

令和 ６年１２月２５日第２７７号 令和 ７年 ３月２１日第３５０号

令和 ８年 １月２０日第２８０号 改正

初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則（昭和４９年岡山県人事委員会

規則第３号。以下「規則」という。）の運用について次のように定め、昭和

４９年４月１日から適用することとしたので通知します。

（用語の意義）

第２条関係

１ この条の第６号の「これに相当する正規の試験」とは、次の試験をい

う。

一 岡山県職員Ａ採用試験（アピール型）

二 岡山県職員Ａ採用試験（技術・春）

三 岡山県職員Ａ採用試験（技術・秋）

四 社会人経験者等対象の岡山県職員採用試験

五 岡山県警察行政職員Ａ採用試験

２ この条の第７号の「これに相当する正規の試験」とは、次の試験をい

う。

一 岡山県警察行政職員Ｂ採用試験

二 岡山県警察官採用試験

三 岡山県警察交通巡視員採用試験
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四 市町村立小・中学校事務職員採用試験

（級別定数）

第４条関係

「別に定める」等級の定数は、当分の間、規則第３条の規定により分類

され、現に各等級に属する職員の数とする。

（新たに職員となつた者の号給）

第６条関係

１ この条の第１項第１号の規定の適用に当たつて用いられる初任給基準

表に定める号給には、第１１条の規定による号給が含まれる。

２ この条の第１項第１号ロの「決定級が初任給基準表に定める等級より

上位の等級である職員」とは、新たに職員となつた者の決定された等級

がその者に適用される初任給基準表の初任給欄に定められている等級よ

り上位である職員をいい、例えば、行政職給料表初任給基準表の試験欄

の「その他」の区分の適用を受ける職員であつてその等級が２級以上で

あるもの等がこれに該当する。

３ この条の第１項第１号ロの「第１８条第１項の規定により得られる号

給」とは、初任給基準表のその者に適用される区分に対応する初任給欄

の号給を昇格の日の前日に受けていたものとしてこの規定を適用した場

合に得られる昇格後の号給をいう。

なお、この規定の適用については、昇格したものとされる等級が２級

以上上位の等級である場合においても同様とする。

４ この条の第１項第２号の「初任給基準表の職種欄又は試験欄にその者

に適用される区分の定めのない職員」とは、例えば教育職給料表（一）

の適用を受ける高等学校の校長等をいう。

（初任給基準表の適用方法）

第７条関係

１ この条の第２項第２号の「準ずる試験と人事委員会が認める試験」は

国又は人事委員会を置く他の地方公共団体の試験（新たに職員となつた

者の職種と同じ職種の試験に限る。）とする。

２ この条の第２項第３号の「同等と人事委員会が認める職」は、選考に

より採用する職の範囲（昭和４７年岡山県人事委員会公示第２号）第１

号に規定する職とする。

３ この条の第２項の規定による「正規の試験」の適用を受ける職員の各

区分は、同項第１号に該当する者にあつては、その任用の基礎となつた

正規の試験の区分、同項第２号に該当する者にあつては第１項に規定す

る試験の区分、同項第３号に該当する者にあつてはこの条の第４項に規
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定する学歴に対応する区分に応じて適用するものとする。

４ この条の第３項の「初任給基準表において別に定める場合」とは、次

に掲げる場合をいう。

一 教育職給料表（一）初任給基準表の備考第２項に規定する場合

二 教育職給料表（二）初任給基準表の備考に規定する場合

三 小学校・中学校教育職員給料表初任給基準表の備考に規定する場合

（経験年数の起算及び換算）

第８条関係

１ 経験年数の計算は、月を単位として行うものとする。この場合におい

て１の月に職員として同種の職務に在職した期間とその他の期間がある

とき又は換算率の異なる２以上の期間があるときは、その月は、職員に

とつて有利なほうの経歴の期間に係る月として取り扱うものとする。

なお、学校の卒業日の属する月は、その学籍にあつたものとして取り

扱うものとする。

２ 経験年数換算表により換算したものに１月未満の端数が生じたときは、

その端数を合算するものとし、その結果において１月未満の端数が生じ

たときは、これを１月に切り上げるものとする。

（経験年数の調整）

第９条関係

この条の規定は、経験年数を免許を取得した時以後とする旨初任給基準

表の備考に定められている職員に対しても適用される。この場合において、

職員が修学年数調整表に加える年数が定められている学歴免許等の資格を

取得した時期がその免許を取得した時以後であるときは、当該学歴免許等

の資格を取得した時以後の経験年数をもつてその者の経験年数として取り

扱うものとする。

（経験年数の取扱いの特例）

第１０条関係

１ 「初任給基準表の備考に別段の定めがある場合」とは、次に掲げる場

合をいう。

一 教育職給料表（一）初任給基準表の備考に規定する場合

二 教育職給料表（二）初任給基準表の備考に規定する場合

三 小学校・中学校教育職員給料表初任給基準表の備考に規定する場合

四 医療職給料表（一）初任給基準表の備考に規定する場合

五 医療職給料表（二）初任給基準表の備考に規定する場合

六 医療職給料表（三）初任給基準表の備考第１項に規定する場合

２ 前項第１号から第３号までの規定の適用を受ける職員については、第
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９条の規定は適用されない。

（学歴免許等の資格による号給の調整）

第１１条関係

この条の「同欄の号給とする」とは、初任給基準表の初任給欄に定める

号給を同項の規定による号給に読み替える趣旨である。

（経験年数を有する者の号給）

第１２条関係

１ 第１１条の規定による号給の調整に当たり調整の対象とならなかつた

１年未満の端数は、この条の第１項各号に定める経験年数として取り扱

うことができる。

２ この条の第１項各号に定める経験年数の算定に当たつては、この条の

第２項の規定により、第８条の規定に準じて職員として同種の職務に従

事した年数以外の年数を経験年数に換算することができる。

なお、初任給基準表の備考にこの条の第１項の規定を適用する場合の

経験年数の取扱いについて別段の定めがなされている次に掲げる規定の

適用を受ける職員の経験年数については、それぞれその定めるところに

よる。

一 教育職給料表（一）初任給基準表の備考の規定

二 教育職給料表（二）初任給基準表の備考の規定

三 小学校・中学校教育職員給料表初任給基準表の備考の規定

四 医療職給料表（一）初任給基準表の備考の規定

五 医療職給料表（二）初任給基準表の備考の規定

六 医療職給料表（三）初任給基準表の備考第１項の規定

３ この条の第１項の「人事委員会の定める者」は、第１２条の規定の適

用を受けた場合にあつて切り捨てられた月数を有する者とし、同項の

「人事委員会の定める数」は、切り捨てられた月数（１月未満の端数が

あるときは、これを１月とする。以下同じ。）を１２月で除した数に規

則別表第７イＣの項の上段に掲げる号給数（行政職給料表の適用を受け

る職員でその等級が８級以上であるもの又は第３０条の２各号に掲げる

職員（この項並びに第３１条関係第７項及び同条関係第９項において

「行政職給料表８級以上職員等」という。）にあつては、別表第七ロの

Ｃの項に掲げる号給数）を乗じて得た数（１未満の端数があるときは、

これを切り捨てた数）とする。

ただし、初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の一部を改正する

規則（平成２年岡山県人事委員会規則第９号）附則第２項の適用を受け

る職員に係る「人事委員会の定める数」は、切り捨てられた月数のうち
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平成２年４月１日前に係るものに３分の２を乗じて得た月数（１月未満

の端数があるときは、これを切り上げた月数）とその切り捨てられた月

数のうち同日以後に係るものに相当する月数との合計月数を１２月で除

した数に規則別表第７イＣの項の上段に掲げる号給数（行政職給料表８

級以上職員等にあつては、別表第七ロのＣの項に掲げる号給数）を乗じ

て得た数（１未満の端数があるときは、これを切り捨てた数）とする。

（下位の区分を適用するほうが有利な場合の号給）

第１３条関係

この条の「その者に適用される初任給基準表の試験欄の区分より下位の

同欄の区分（「その他」の区分を含む。）を用い、又はその者の有する学歴

免許等の資格のうち下位の資格のみを有するものとして、これらの規定を適

用した場合」には、当該下位の区分を用い、かつ、当該下位の資格のみを有

するものとして第１１条又は第１２条の規定を適用した場合（例えば、試験

欄の「大学卒業程度」の区分の適用を受ける者で「大学卒」の区分に属する

学歴免許等の資格を有するものについて、「高校卒業程度」の区分を用い、

かつ、「高校卒」の区分に属する学歴免許等の資格のみを有するものとして

第１２条の規定を適用した場合）を含むものとし、この場合には、これによ

り得られる号給をもつて、この条の規定による号給とすることができる。

（人事交流等により異動した場合の号給）

第１４条関係

この条の規定により職員の号給を決定する場合には、そのつど承認を得

なければならない。

なお、人事交流等により異動した場合の号給の決定について（平成１８

年岡人委第２２２号通知）に定めるところによるときは、あらかじめこの条

の規定による人事委員会の承認があつたものとして取り扱うことができる。

（特殊の職に採用する場合の号給）

第１５条関係

この条の規定により職員の号給を決定する場合には、そのつど承認を得

なければならない。

（昇格）

第１６条関係

１ 職員を昇格させる場合には、この条に定める基準によるほか、その者

の勤務成績が良好であることが明らかでなければならない。

２ この条の第４項に規定するその者の在級していた年数の計算について

は、民法（明治２９年法律第８９号）の規定による期間計算の例による

ものとする。



- 7 -

３ 降格した職員が昇格する場合におけるこの条の第４項の規定の適用に

当たつては、その者が降格前の等級以上の等級に在職していた年数をそ

の現に属する等級に在級している年数として取り扱うことができる。

（昇格の場合の号給）

第１８条関係

１ この条の第２項の「１級上位の等級への昇格が順次行われたものとし

て取り扱う」とは、現に属する等級より１級上位の等級に昇格したもの

とした場合にこの条の第１項の規定により得られる号給を基礎として、

更にその１級上位の等級に順次昇格したものとしてこの条の第１項の規

定を適用することをいう。

２ この条の第３項の「初任給として受けるべき号給」とは、第６条、第

１１条から第１３条まで又は第１５条の規定により受けることとなる号

給をいう。

３ この条の第４項の規定により職員の号給を決定する場合には、あらか

じめ個別に人事委員会の承認を得なければならない。

（初任給基準を異にする異動の場合の等級及び号給）

第２１条関係

１ この条の第１項の「初任給基準表に異なる初任給の定めがある他の職

種に属する職に異動させる場合」には、初任給基準表の備考に異なる初

任給の定めのある職に異動させる場合を含む。

２ この条の第２項第１号の「免許等を必要とする職務」は、いわゆる免

許を必要とする職のほか、その職に任用するに当たつて任用上の資格等

を必要とする職を含むものとする。また、その免許等を取得した時が新

たに職員となつた時以前である者については、新たに職員となつた時か

ら異動後の職と同種の職に引き続き在職したものとみなして同号の規定

を適用するものとする。

３ この条の第２項第１号の規定により異動後の職に引き続き在職したも

のとみなして昇格、昇給等の規定を適用する場合には、それぞれその在

職していたとみなす時における昇格、昇給等の規定によるものとする。

４ この条の第２項第２号の「別に定める基準」は、初任給基準を異にす

る異動の場合の号給について（平成１８年岡人委第２２１号通知）に定

めるところによる。

５ この条の第３項の「初任給として受けるべき号給」については、第１

８条関係第２項の例による。

（昇給日等）

第２８条関係
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この条の「人事委員会が定める事由」は、訓告その他の矯正措置（勤務

成績に及ぼす影響の程度が軽微であるものとして各任命権者があらかじめ指

定するものを除く。第３１条関係第１項第２号において同じ。）を受けた場

合とする。

（勤務成績の証明）

第２９条関係

この条に規定する勤務成績の証明は、人事評価、勤務評定その他その者

の勤務成績を判定するに足ると認められる事実に基づいて行うものとする。

（昇給区分及び昇給の号給数）

第３１条関係

１ 次に掲げる職員（次項各号に掲げる職員を除く。）は、この条の第１

項第４号に掲げる職員に該当するものとして取り扱うものとする。ただ

し、第１号から第３号までに掲げる職員について、その者の勤務成績を

総合的に判断した場合に同項第４号に掲げる職員に該当するものとして

取り扱うことが著しく不適当であると認められるときは、同項第３号に

掲げる職員に該当するものとして取り扱うことができる。

一 基準期間（この条の第２項第１号に規定する基準期間をいう。以下

同じ。）において、減給の処分（その対象となつた事実の勤務成績に

及ぼす影響の程度が軽微であると認められるものに限る。）又は戒告

の処分（次項第１号に規定するものを除く。）を受けた職員

二 基準期間において、訓告その他の矯正措置を受けた職員

三 基準期間において、３日以上の日数を正当な理由なく勤務を欠いた

職員（勤務を欠いた時間が１日の勤務時間の一部である場合であつて

も、その回数が３回に達するごとに１日として取り扱うものとする。

次項第２号において同じ。）

四 基準期間において、その者の職務について監督する地位にある者か

ら注意、指導等を受けたにもかかわらず、勤務成績が良好でないこと

を示す明白な事実が見られた職員又はこれに相当すると認められる職

員

２ 次に掲げる職員は、この条の第１項第５号に掲げる職員に該当するも

のとして取り扱うものとする。ただし、第１号又は第２号に掲げる職員

について、その者の勤務成績を総合的に判断した場合に同項第５号に掲

げる職員に該当するものとして取り扱うことが著しく不適当であると認

められるときは、同項第３号又は第４号に掲げる職員に該当するものと

して取り扱うことができる。

一 基準期間において、停職の処分、減給の処分（前項第１号に規定す
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るものを除く。）又は戒告の処分（その対象となつた事実の勤務成績

に及ぼす影響の程度が著しいと認められるものに限る。）を受けた職

員

二 基準期間において、５日以上の日数を正当な理由なく勤務を欠いた

職員

三 前項第４号に掲げる職員でその態様が著しいもの

３ 第１項第１号、同項第２号又は前項第１号に掲げる職員で、前年以前

の昇給日においてこれらの規定に掲げる処分又は矯正措置の直接の対象

となつた事実に基づき昇給区分を決定された職員について、相当と認め

るときは、これらの規定に掲げる職員に該当しないものとして取り扱う

ことができる。

４ この条の第２項各号の「人事委員会の定める事由」は、次に掲げる事

由とする。

一 職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例（昭和２６年岡山県条

例第５８号。以下「勤務時間条例」という。）第３条の２第１項に規

定する時間外勤務代休時間

二 勤務時間条例に規定する年次休暇、病気休暇（公務上の負傷若しく

は疾病又は公務通勤（地方公務員災害補償法（昭和４２年法律第１２

１号）第２条第２項に規定する通勤をいう。次項において同じ。）に

よる負傷若しくは疾病（外国の地方公共団体の機関等に派遣される職

員の処遇等に関する条例（昭和６３年岡山県条例第１０号）第２条第

１項の規定により派遣された職員の派遣先の業務上の負傷若しくは疾

病若しくは公務通勤による負傷若しくは疾病、公益的法人等への職員

の派遣等に関する条例（平成１４年岡山県条例第９号）第２条第１項

の規定により派遣された職員の派遣先において就いていた業務に係る

業務上の負傷若しくは疾病若しくは業務通勤（労働者災害補償保険法

（昭和２２年法律第５０号）第７条第２項に規定する通勤（当該派遣

先において就いていた業務に係る就業の場所を地方公務員災害補償法

第２条第２項第１号及び第２号に規定する勤務場所とみなした場合に

同項及び同条第３項に規定する通勤に該当するものに限る。）をい

う。）による負傷若しくは疾病又は同条例第１１条第１号に規定する

退職派遣者の同条例第９条に規定する特定法人の業務上の負傷若しく

は疾病若しくは業務通勤による負傷若しくは疾病を含む。）によるも

のに限る。）及び特別休暇

三 地方公務員法（昭和２５年法律第２６１号）第２８条第２項第１号

に規定する病気休職（公務上の負傷若しくは疾病又は公務通勤による
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負傷若しくは疾病によるものに限る。）

四 地方公務員の育児休業等に関する法律（平成３年法律第１１０号。

「以下「育児休業法」という。」）第２条第１項に規定する育児休業

五 育児休業法第１９条第１項に規定する部分休業

六 勤務時間条例第６条に規定する介護休暇

七 勤務時間条例第６条に規定する介護時間

八 勤務時間条例第６条に規定する子育て支援時間

九 次に掲げる場合の職務に専念する義務の特例に関する条例（昭和２

８年岡山県条例第４９号）第２条第２号の規定による職務に専念する

義務の免除

（１）地方公務員等共済組合法（昭和３７年法律第１５２号）第１１２

条の規定に基づく人間ドック又は厚生に関する計画による総合健康

診断を受ける場合

（２）岡山県職員安全衛生管理規程（昭和４９年岡山県訓令・岡山県人

事委員会訓令・岡山海区漁業調整委員会訓令・岡山県監査委員訓令

・岡山県議会訓令・岡山県企業訓令・第１号。以下この号において

「安全衛生管理規程」という。）第１５条第１項第１号及び岡山県

警察職員健康管理規程（平成１２年警察訓令第１７号。以下この号

において「健康管理規程」という。）第１４条第１項第１号に規定

する採用時健康診断又は安全衛生管理規程第１５条第１項第２号及

び健康管理規程第１４条第１項第２号に規定する定期健康診断を受

ける場合

（３）地方公務員等共済組合法第１１２条の２の規定に基づく特定保健

指導を受ける場合

十 地震、水害、火災その他の災害の被害に伴う職員の職務に専念する

義務の免除に関する臨時措置による勤務しないことの承認

５ この条の第２項第１号の基準期間の６分の１に相当する期間の日数及

び同項第２号の基準期間の２分の１に相当する期間の日数は、勤務時間

条例に規定する週休日及び休日（代休日を指定されて、当該休日に割り

振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあつては、当該休日に代わる

代休日）を除いた現日数の６分の１又は２分の１の日数（その日数に１

日未満の端数があるときは、これを１日に切り上げた日数）とする。ま

た、職員の勤務しなかつた時間のうち１時間を単位とする病気休暇等の

時間を日に換算するときは、７時間４５分をもつて１日とし、換算の結

果を合計した後に１日未満の端数を生じたときは、これを切り捨てる。

なお、職員の勤務時間、休日及び休暇に関する規則（昭和３５年岡山
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県人事委員会規則第１６号）第２条第１項の規定により勤務時間が１日

につき７時間４５分となるように割り振られた日又はこれに相当する日

以外の勤務日については、日を単位とせず、時間を単位として取り扱い、

それを日に換算するときは、７時間４５分をもつて１日とするものとす

る。

６ この条の第４項の「人事委員会が定める場合」は、各任命権者におい

て、昇給区分を決定する職員の総数が少ない場合とする。

７ この条の第４項の「人事委員会の定める割合」は、次の各号に掲げる

職員の区分に応じ、当該各号に定める割合とする。

一 次号及び第３号に掲げる職員以外の職員 Ａの昇給区分に係る割合

については１００分の５、Ｂの昇給区分に係る割合については１００

分の２０

二 規則第３０条各号に掲げる職員 Ａの昇給区分に係る割合について

は１００分の１０、Ｂの昇給区分に係る割合については１００分の３

０

三 行政職給料表８級以上職員等 Ａの昇給区分に係る割合については

１００分の１０、Ｂの昇給区分に係る割合については１００分の３０

８ 任命権者は、前項第１号に定める割合におおむね合致するようこの条

の第１項第１号又は同項第２号に掲げる職員に該当するか否かの判断

を行う場合に、必要と認める範囲内で、前項第１号に掲げる職員の区

分について、給料表（行政職給料表、公安職給料表、又は医療職給料

表（一）に限る。）及び当該給料表の適用を受ける職員の等級の別に

より、次の各号に掲げる職員については細分化することができる。こ

の場合における同号の規定の適用については、同号中「Ａの昇給区

分」とあるのは、「次項の規定により細分化された区分ごとにそれぞ

れＡの昇給区分」とする。

一 行政職給料表の適用を受ける職員でその等級が３級以上７級以下

であるもの

二 公安職給料表の適用を受ける職員でその等級が４級以上８級以下

であるもの

三 医療職給料表（一）の適用を受ける職員でその等級が２級以上３

級以下であるもの

９ この条の第１項から第３項までの規定により昇給区分を決定する行

政職給料表８級以上職員等の総数に占める当該行政職給料表８級以上

職員等であつてこの第３１条第１項１号及び同項第２号に規定する職

員であるものの数の割合が１００分の４０を超える場合であつて、勤
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務成績に基づきＣの昇給区分に決定することが著しく不適当であつて

Ｂの昇給区分に決定する必要があると認められる職員がいるときにお

ける第７項第３号の規定の適用については、同号中「１００分の３

０」とあるのは「１００分の３０を超え１００分の４０以下の範囲内

において必要と認められる割合」とする。

10 この条の第６項の「人事委員会の定める数」は、規則別表第七Ｃの項

に掲げる数とする。

11 この条の第６項の「人事委員会の定める職員」は、前年の昇給日後に、

新たに職員となり初任給の号給を決定された職員又は第１８条第３項、

第２１条第３項（第２２条において準用する場合を含む。）若しくは第

３７条の規定により号給を決定された職員であつて、当該号給の決定に

係る事情等を考慮した場合に、その者の昇給の号給数をこの条の第６項

に規定する「相当する号給数」とすることが部内の他の職員との均衡を

著しく失すると認められる職員とし、これらの職員についての「人事委

員会の定める号給数」は、この条の第１項から第５項までの規定を適用

した場合に得られる号給数を超えない範囲内で、部内の他の職員との均

衡を考慮して各任命権者が定める号給数とする。

12 職員の昇給については、その実施状況を適切に記録しておくものとす

る。また、職員の昇給区分をＤ又はＥに決定した場合には、その根拠と

なる規定を職員に文書で通知するものとする。

（表彰又は研修による昇給）

第３３条関係

この条の各号の規定による昇給に関し、その対象となる表彰又は研修、

対象職員の範囲、実施方法その他必要な事項については、あらかじめ人事

委員会の承認を得るものとする。

（退職、死亡等による昇給）

第３４条関係

１ この条の第１号の「勤続期間」は、岡山県職員の退職手当に関する条

例（昭和２９年岡山県条例第８号）の規定による退職手当の算定の基礎

となる勤続期間とする。

２ この条の第４号（１）の「別に定める号給数」は、次の各号に掲げる

者の区分に応じ、当該各号に定める号給数とする。

一 障害等級が第８級又は第９級の者 ４号給

二 障害等級が第１０級又は第１１級の者 ３号給

三 障害等級が第１２級又は第１３級の者 ２号給

（表彰、研修等による昇給の時期）
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第３５条関係

この条に規定する昇給の時期が、昇格又は降格の日若しくは第２８条に

規定する昇給日と同日である場合は、当該昇格又は降格直後の号給若しく

は当該昇給日直後の号給を基礎として第３３条又は第３４条の規定を適用

するものとする。

（最高号給を受ける職員についての適用除外）

第３６条関係

この条の「等級の最高の号給を受ける職員」とは、各昇給日（第３３条

又は第３４条に定めるところにより行う昇給については、第３５条に定め

る日）において現に当該号給を受けている職員をいう。

（上位資格の取得等の場合の号給の決定）

第３７条関係

１ 「上位の号給を初任給として受けるべき資格を取得した場合」とは、

職員が正規の試験の結果に基づき任用された場合及び学歴免許等の資格

その他職務の遂行に必要な免許等の資格を取得した場合をいう。

２ 「初任給決定の基準の改正」とは、初任給基準表、経験年数換算表、

学歴免許等資格区分表、修学年数調整表その他規則に定める初任給決定

の基準の改正（これらの表の規定に基づく通知の改正を含む。）のうち、

当該改正に伴い職員の号給を調整する必要があると認められる改正をい

う。

３ 次の各号に定めるところによるときは、あらかじめ人事委員会の承認

があつたものとして取り扱うことができる。

一 職員が現に受ける号給より上位の号給を初任給として受けるべき資

格を取得するに至つた場合においては、その者の号給を当該初任給と

して受けるべき号給に決定することができるものとし、この場合の当

該初任給として受けるべき号給については、第１８条関係第２項の例

による。

二 初任給基準表が改正された場合又は学歴免許等資格区分表若しくは

修学年数調整表が改正された場合（これらの表の規定に基づく通知が

改正された場合を含む。）で、改正後の当該基準の適用を受ける者と

の均衡上必要があると認められるときは、職員の号給を改正後の当該

基準並びに第６条及び第１１条の規定を適用したものとした場合に得

られる号給に決定することができる。

（復職時等における号給の調整）

第３８条関係

この条の規定の適用については、復職時等における号給の調整について
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（平成１８年岡人委第２１１号通知）に定めるところによる。

（この規則により難い場合の措置）

第４０条関係

この条の規定により別段の取扱いをする場合には、そのつど承認を得な

ければならない。その場合においては、別段の取扱いをしなければならな

い理由、その方法、効果、職名、氏名等その別段の取扱いをするに当たつ

て必要な事項を具体的に記載した文書により行うものとする。

等級別職務区分表関係

教育職給料表（一）等級別職務区分表の職欄、教育職給料表（二）等級

別職務区分表の職欄及び小学校・中学校教育職員給料表等級別職務区分表

の職欄の「人事委員会が定める講師」は、教育職員免許法（昭和２４年法

律第１４７号）による各相当学校の教諭の普通免許状又は特別免許状を有

するが、日本国籍を有しない者で、次の各号のいずれかに該当する者とす

る。

一 岡山県公立学校教員採用候補者選考試験に合格し、任用の期限を附さ

ない常勤の講師に採用された者

二 他の地方公共団体において任用の期限を附さない常勤の講師として勤

務する者（当該地方公共団体の公立学校教員採用候補者選考試験に合格

した者に限る。）から人事交流により引き続いて任用の期限を附さない

常勤の講師に採用された者

初任給基準表関係

１ 教育職給料表（一）初任給基準表の学歴免許等欄、教育職給料表

（二）初任給基準表の学歴免許等欄及び小学校・中学校教育職員給料表

初任給基準表の学歴免許等欄の「専門職学位課程」とは、学校教育法第

９９条第２項の専門職大学院の課程のうち標準修業年限（当該標準修業

年限が専門職大学院設置基準（平成１５年文部科学省令第１６号）第３

条第１項の規定により変更されたものである場合にあつては、当該変更

がないものとした場合における標準修業年限）が２年以上のものをいう。

２ 教育職給料表（一）初任給基準表の職種欄、教育職給料表（二）初任

給基準表の職種欄及び小学校・中学校教育職員給料表初任給基準表の職

種欄の「人事委員会が定める講師」は、等級別職務区分表関係の例によ

る。

修学年数調整表関係

修学年数調整表の学歴区分欄の「専門職学位課程」については、初任給

基準表関係第１項の例による。

学歴免許等資格区分表関係
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１ 学歴免許等資格区分表の「学歴免許等の資格」欄の「上記に相当する

と人事委員会が認める学歴免許等の資格」は、同表の「学歴免許等の区

分」欄の区分に応じ、別表に定めるとおりとする。

２ 学歴免許等資格区分表の大学卒の欄第３号の「専門職学位課程」につ

いては、初任給基準表関係第１項の例による。

３ 学校教育法（昭和２２年法律第２６号）による高等学校の定時制の課

程若しくは大学に置かれる夜間の学部に修学した者又は通信教育等を受

講した者については、その者の実際に修学した年数にかかわらず、同種

の学校の通常の課程を卒業し、又は修了したものとみなし、それぞれそ

の者の学歴免許等の資格は当該通常の課程の卒業又は修了と同じに取り

扱うものとする。したがつて、例えば定時制の高等学校の卒業（修学年

数４年）は３年制の高等学校の卒業と、大学の通信教育の課程の修了は、

４年制の大学の卒業として取り扱う。

４ 次の各号に該当する者の学歴免許等の資格の取扱いについてはそれぞ

れ当該各号に定めるところによる。

一 学校教育法による大学の２年制の課程を修了した者及び同法による

大学に２年以上在学して６２単位以上修得した者については、「短大

２卒」の区分に属する学歴免許等の資格を有する者に準じて取り扱う

ことができる。

二 次に掲げる者については、それぞれ次に定める学校の卒業者又は修

了者に準じて取り扱うことができる。

（１）学校教育法第５７条、第９０条第１項（平成１３年法律第１０５

号による改正前の学校教育法第５６条を含む。）又は第９１条第２

項の規定により同法による中学校、高等学校、中等教育学校又は大

学の卒業者又は修了者と同等の資格を有すると認められている者

（（２）に該当する者を除く。） それぞれ当該学校

（２）学校教育法第９０条第２項に規定する大学が同項の規定により当

該大学に入学させた者 高等学校

三 学校教育法による専修学校の卒業の資格（学歴免許等資格区分表に

掲げられている学歴免許等の資格及び別表の甲表に定める学歴免許等

の資格を除く。）を有する者については、次によりそれぞれの区分に

属する学歴免許等の資格を有する者に準じて取り扱うことができる。

ただし、それぞれの課程の年間授業時数が、（１）、（２）、（４）

又は（５）にあつては６８０時間以上、（３）又は（６）にあつては

８００時間以上のものに限る。

（１）修業年限３年以上の専門課程の卒業者 「短大３卒」の区分
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（２）修業年限２年以上の専門課程の卒業者 「短大２卒」の区分

（３）修業年限１年以上の専門課程の卒業者 「高校専攻科卒」の区分

（４）修業年限３年以上の高等課程の卒業者 「高校３卒」の区分

（５）修業年限２年以上の高等課程の卒業者 「高校２卒」の区分

（６）修業年限１年以上の高等課程の卒業者 「中学卒」の区分

四 学校教育法による各種学校の卒業の資格（学歴免許等資格区分表に

掲げられている学歴免許等の資格及び別表の甲表に定める学歴免許等

の資格を除く。）を有する者については、次によりそれぞれの区分に

属する学歴免許等の資格を有する者に準じて取り扱うことができる。

（１）「高校３卒」を入学資格とする修業年限２年以上の課程の卒業者

「短大２卒」の区分

（２）「中学卒」を入学資格とする修業年限３年以上の課程の卒業者

「高校３卒」の区分

（３）「中学卒」を入学資格とする修業年限２年以上の課程の卒業者

「高校２卒」の区分

五 別表の甲表中２短大卒、２短大２卒の（１８）に掲げる「都道府県

農業講習所」には当該農業講習所と同程度以上の授業内容を有する都

道府県の農業大学校、農業短期大学校等を含むものであること。

六 国立武蔵野学院附属児童自立支援専門員養成所養成部（大学卒を入

学資格とする修業年限１年のものに限る。）の卒業者の別表の甲表に

掲げる学歴免許等の資格の区分は、「大学専攻科卒」として取り扱う

ことができるものとする。

七 旧茨城総合高等職業訓練校原子力科（旧茨城総合職業訓練所原子力

工業科を含むものとし、「高校３卒」を入学資格とする修業年限２年

の課程に限る。）の卒業者については、第４号の（１）に該当する者

に準じて取り扱うことができる。

５ 学歴免許等資格区分表に掲げられている学歴免許等の資格（別表の甲

表に定める学歴免許等の資格を含む。）以外の資格を有する者（前項に

定める者を除く。）について、他の学歴免許等の資格を有する者との均

衡上特に必要があると認められるときは、あらかじめ人事委員会の承認

を得て当該資格を同表に定める学歴免許等として取り扱うことができる。

６ 別表の乙表に掲げる初任給基準表の適用を受ける職員のうち、別表の

乙表の「学歴免許等の資格」欄に掲げる学歴免許等の資格を有する者に、

当該初任給基準表の学歴免許等欄の学歴免許等の区分を適用する場合に

おける当該学歴免許等の資格の属する区分は、別表の乙表の「基準学歴

区分」欄に定める区分とする。



- 17 -

経験年数換算表関係

１ 経験年数換算表の経歴欄の左欄の「国、地方公共団体又は旧公共企業

体、地方公営企業、政府関係機関若しくは外国政府又は民間における企

業体、団体等の職員としての在職期間」の区分中「職員としての職務に

その経験が直接役立つと認められる職務に従事した期間（常時勤務に服

する者として職務に従事した期間又はこれに準ずる期間に限る。）」の

「これに準ずる期間」とは、常時勤務に服する者以外の者であって勤務

形態等が常時勤務に服する者と類似するものとして職務に従事した期間

をいう。

２ 経験年数換算表の経歴欄の左欄の「その他の期間」の区分中「職員と

しての職務にその経験が直接役立つと認められる職務に従事した期間」

の区分の適用を受ける期間には、司法修習生の修習期間など、職員とし

ての職務に直接役立つ知識及び能力を習得するための研修等を受けた期間

も含まれる

３ 学校教育法による大学の１の学部の課程を修了した後に他の学部の課

程を修了した場合等同等の学校の課程を重複して修了した場合には、そ

の重複して在学した期間は、経験年数換算表の「学歴免許等資格区分表

に掲げる学校等における在学期間」として取り扱うことができる。

４ 学校教育法による高等学校の定時制の課程若しくは中等教育学校の定

時制の課程又は大学に置かれる夜間の学部に在学した期間又は通信教育

（学歴免許等資格区分表に掲げる学校等が行うものに限る。）を受講し

た期間に経験年数換算表を適用する場合には、同表の「学歴免許等資格

区分表に掲げる学校等における在学期間」の区分によるものとしこの場

合の換算率は、その修学の実態に応じて定めるものとする。

５ 昭和４３年法律第４７号による改正前の医師法に規定する実地修練を

経て医師国家試験に合格した職員については、修学年数調整表備考第５

項第１号に修学年数及び調整年数の特例が定められているので、当該実

地修練の期間のうちの１年については、経験年数換算表を適用すること

ができない。

６ 経験年数に換算される期間中に休職、停職、待命等のため、職務に従

事しなかつた期間がある場合は、「その他の期間」の「その他の期間」

に含めるものとする。


